○事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
	(平成13年10月2日告示第567号)

	


高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第33条の規定による事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成したので、告示する。
事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
(趣旨)

第1条　この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、高知県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第37条及び第38条の規定に基づき、事業者が個人情報の保護に関し必要な措置を自主的に講ずる際のよりどころとなるよう作成したものである。
(対象とする個人情報)

第2条　この指針は、個人情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。
2　この指針における個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるものをいう。
3　この指針において事業者とは、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(個人情報の収集)

第3条　事業者は、個人情報を収集するときは、正当な事業活動の範囲内で、収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で行うものとする。
2　事業者は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により行うものとする。
3　事業者は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集しないものとする。ただし、当該個人情報の収集が本人の同意に基づくとき又は本人の権利利益の侵害が生じないと認められるときは、この限りでない。
4　事業者は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集するものとする。ただし、本人の同意に基づくとき又は本人の権利利益の侵害が生じないと認められるときは、この限りでない。
5　事業者は、個人情報を収集するときは、原則として、本人がその収集目的を確認できるようにするものとする。
(個人情報の利用及び提供)

第4条　事業者は、原則として収集したときの目的の範囲内で個人情報を利用及び提供するものとする。
2　事業者は、収集したときの目的の範囲を超える個人情報の利用及び提供をするときは、本人の了解があるとき又は本人の権利利益の侵害が生じないときに限るものとする。
(個人情報の適正管理)

第5条　事業者は、その保有する個人情報を、取り扱う事業の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新なものとしておくように努めるものとする。
2　事業者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止等、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3　事業者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去するものとする。
(個人情報の委託処理に対する措置)

第6条　事業者は、個人情報の処理を第三者に委託するときは、委託先に対して、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(個人情報の開示等)

第7条　事業者は、保有する個人情報について、本人から自己の個人情報の開示又は訂正を求められたときは、これに応ずるものとする。ただし、正当な事業活動に支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2　事業者は、保有する個人情報について、本人から自己の個人情報を利用し、又は提供することを拒まれたときは、これに応ずるものとする。ただし、正当な事業活動に支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
(責任体制の確立)

第8条　事業者は、この指針で示す個人情報の取扱いについて、その責任体制の確立に努めるものとする。
2　事業者は、保有する個人情報について、本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。
(県が出資する法人)

第9条　事業者のうち、条例第4条の県が出資する法人のうち実施機関の定める者に該当する事業者は、個人情報の保護に関し、内部規程を定め、県の実施機関に準じた措置を講ずるように努めるものとする。
